
ご利用者様 (被保険者 )

 介護支援センター おげんきさん

市町村の窓口

訪 問 調 査 医師の意見書

介護認定審査会による審査判定

介護サービス計画

ご利用までの流れ

❶ ご相談

介護保険サービスや、その他のサービスを、皆様がスムーズにご利用
できるように調整いたします。

❷ 申請書の提出

介護保険サービスを利用するには、要介護認定・要支援認定の申請が
必要となります。

❸ 介護認定

認定調査員による調査と、主治医による意見書の作成をしていただ
き、介護認定審査会にかけられ、介護度が決定します。

❹ サービスご利用の開始

居宅サービス計画書に基づいて、サービスの利用が開始となります。

介護支援センター おげんきさん
〒015-0843 由利本荘市東梵天95-2　TEL.0184-28-0568  FAX.0184-28-0585

申請書の提出❷

介護認定 （要支援１～２）
（要支援１～５）❸

サービスご利用の開始❹

ご　相　談❶


